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平成２４年第６回氷川町議会定例会会議録（第３号） 

 

平成２４年１２月１３日 

午前１０時００分開議 

於       議 場 

１．議事日程（第３日目） 

 日程第 １ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ２ 議案第４７号 氷川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ３ 議案第４８号 平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

 日程第 ４ 議案第４９号 平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第 ５ 議案第５０号 平成２４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第 ６ 議案第５１号 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第 ７ 議案第５２号 氷川町道路線廃止について 

 日程第 ８ 議案第５３号 氷川町道路線認定について 

 日程第 ９ 議案第５４号 訴えの提起について 

 日程第１０ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第１１ 発委第 １号 氷川町議会会議規則の一部を改正する規則について 

 日程第１２ 依頼第 １号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕

組み」の構築を求める意見書の採択について（総務常任

委員長報告） 

 日程第１３        議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

 追加日程第１ 発議第４号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕

組み」の構築を求める意見書について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

    １番 三 浦 賢 治          ２番 田 中 照 男 

    ３番 江 嵜   悟          ５番 松 田 達 之 
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    ６番 上 田 俊 孝          ７番 上 田 健 一 

   １０番 吉 川 義 雄         １１番 有 田 芳 人 

   １２番 片 山 裕 治         １３番 坂 本 悦 男 
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  事 務 局 長  陳 野 信 次     書 記  平 山 早 苗 

 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  藤 本 一 臣     教 育 長  廣 瀬   亀 

  総 務 課 長  河 崎 澄 男     企画財政課長  平   逸 郎 

  税 務 課 長  今 田 辰 彦     町民環境課長  中 島   正 

  健康福祉課長  山 下   剛     農業振興課長  稲 田 和 也 

  農地整備課長  河 野 正 利     建設下水道課長  森 田 寿 也 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（笠原良一君） 皆さん、おはようございます。これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 承認第４号 専決処分の報告及び承認について 

○議長（笠原良一君） 日程第１、承認第４号、専決処分の報告及び承認についてを議

題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） 歳出の７ページの今回労働者派遣法の改正に伴って、民間委託

のほうから臨時職員への予算組替え、先日の全員協議会において詳しく説明をいた

だきました。中身についてはよく理解をいたしたところです。 

その際において、総務課長のほうにもいろいろとお話を聞きましたけども、今回

の民間委託がこの法規制によって今後民間委託できなくなるので、その対処方法と

してどうするのかというご質問をいたしたところです。そのときに臨時職員として、

今回は４カ月分を計上するんだけれども、今後はこの法改正に伴って非常勤とする

か、任期付職員の雇用をやるのか、臨時職員として翌年度またやるのかという、い

ろいろな選択方法があるんだ。そういう中で、町としての方針は決めていない、各

課でそれぞれ業務体系が異なるので、各課のほうでどういう雇用体制をとるのかと

いうことの総務課長からのご説明を受けたところです。 

基本的に、この労働者派遣法改正というのは、いろいろ雇用のあり方が、派遣と

か臨時とかですね、こういうものについて非常に今問題があるので、今後は常勤の

正職員として、要するに臨時でどうこうというよりも、そういう正職員として雇用

を増やしていこうというのが、私は根本にあるのではないかと思います。そういう

意味で民間委託、要するに委託派遣を受けているわけですけども、民間派遣という

やり方については非常に問題がありますよという法改正だと思います。今後この今

ほぼ職員と同じような業務をやっておられる方に対して、先ほど言ったような非常

勤体系で、または任期雇用でいくのかという方針は、やはり町としてですね、ある

程度の方向を決めて、ただこれはこういう職種なので、こういう業務の勤務の仕方

がいいんじゃないかという担当課の話があるというような流れのほうがいいかと

思います。各課から上がってきたのを、さあどうしましょうじゃなくて、町として

基本的にはこういう方針でいきたい、それに対してそれぞれの業務が、その体系で
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はこの職種はマッチしませんというような話になるのかなと思ったんですが、どう

も説明としては逆だったので、そこのところを町長にご意見をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（笠原良一君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 議員おっしゃるとおりでございまして、町がきちんと方針を決

めて、その枠の中でどういった雇用体系を目指すのかというのを考えるべきでござ

います。当然、今の臨時職員の皆様方、基本的には職員の事務補助の部分でござい

まして、職員と同様の仕事ができる部分ではございません。あくまで事務補助でご

ざいます。併せまして雇用の場の提供ということで、町内の町民の皆様方を雇用し

てきているところでございますので、そういったところもしっかりと考えながら、

併せまして今働いていらっしゃいます皆様方が、じゃ、制度が変わることによって

仕事がなくなるというようなことになってはなりません。やはりそこにいらっしゃ

る皆様方を第一に考えた中で、どういった方法をとれるのか、しっかりと町の方で

検討をし、決定をし、それを踏まえた上で、それぞれの業務の中の今後の取り扱い

を決めていきたいというふうに思っております。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） ３月の新年度予算で、それが今回４カ月ですので、出てくると

思いますので、そのときにまた議論させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（笠原良一君） ほかにありませんか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これから承認第４号を採決します。 

本件は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、承認第４号は、承認することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－  

日程第２ 議案第４７号 氷川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

○議長（笠原良一君） 日程第２、議案第４７号、氷川町暴力団排除条例の一部を改正
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する条例についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

吉川議員。 

○１０番（吉川義雄君） 議案審査のときに、ちょっとお伺いをいたしましたが、今回

条文が改正されるわけですが、事業者の責務が新たに規定されたということで、説

明を受けました。業者の責務の内容、どういったのが課せられたのか簡単に説明を

お願いしたいというふうに思います。 

もう１点、これは私が危惧するわけですが、事業所がステッカーを貼ったという

ことで事件がおきましたが、本町ではそのようなことがないようにしてほしいわけ

ですが、そういった心配しないでいいのかどうか、その付近はどうなんでしょうか。

条例を制定したがために心配しなくちゃいけないというようなのが、この間報道さ

れています。しかし、これはまさにきちっとやるべきことをやっていかなければな

らないわけですので、その付近きちっとできるのかどうかも含めて、業者の責務、

それをやった場合に、業者はきちっと保障されるようになっているのかどうかとい

うこともお聞かせください。 

○議長（笠原良一君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） まず事業者の責務でございます。事業者については暴追セ

ンターが実施している不当要求防止責任者講習を受講することが１点、それから事

業活動を通じて、暴力団員に不当な利益を得させることがないようにすることが努

力義務として今回追加されたわけでございます。 

２点目のステッカー等を貼った事業者に対して被害があっているということで

ございます。これにつきましては、現在そういったことを聞いておりませんけれど

も、しかるべき被害等があった場合には警察とよく相談しながら進めていきたいと。

暴力団条例に基づいたところで進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（笠原良一君） 吉川議員。 

○１０番（吉川義雄君） 私は、テレビを見て一番先に心配したのはそのことです。だ

から私は、本町もこういう条例を制定したわけで、つくっているわけですので、そ

の点十分警察等の対応もやっていただきたいというのを、お願いしておきたいと思

います。 

○議長（笠原良一君） ほかにありませんか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論を終わります。 

これから議案第４７号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第４７号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第４８号 平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（笠原良一君） 日程第３、議案第４８号、平成２４年度氷川町一般会計補正予

算（第５号）についてを議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑の回数は、項目ごとに３回までとします。 

全ページで行いますので、ページと項目を指定してください。 

質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） ３回ずつですので、まず８ページのほうの歳入のほうからよろ

しいでしょうか、議長。 

○議長（笠原良一君） はい。 

○３番（江嵜 悟君） ８ページの歳入の農林水産業国庫補助金で、農業体質強化基盤

整備促進事業補助金４,５７５万円が計上されております。今１２月ですよね。明

許繰越の予算は出ておりませんが、これは年内完成できるんですか。 

○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 今回の農業体質強化基盤整備促進事業の補助金につき

ましては、国の予備費補正ということで、１２月に一応内示がきまして、今回の予

算計上になりましたけれども、地権者の方とお話をしまして、年度内施工が可能と

いうことで考えております。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） 年度内施工が可能というのは、施工着手が可能で、完成も年度

内で可能というふうに理解してよろしいんですか。 

○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 一応完成まで、年度内で完成したいというふうに考え

ております。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 
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○３番（江嵜 悟君） それでは、その同じ項目で歳出の件を１３ページです。１３ペ

ージの農地費、その４,５７５万円の支出の部分ですけども、先日、事業費が平成

２３年度補正から平成２４年度当初、今回の平成２４年度予備費補正まで合わせて、

予算的に４億２,８２５万円の大きな事業になっております。町の手出しはこれに

ついては町のほうからの手出しはないということですので、国から直接事業者のほ

うが町をとおして、事業者のほう、土地改良区のほうで事業をやるという説明を受

けていますが、現在のところ概ね３億８,０００万円程度発注がなされておると思

いますけども、その発注先とその金額、それから今までの発注部分についての年度

内完成、これについてはどうなんでしょうか。 

○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 今までの実績ということだろうと思いますけれども、

町のほうとしましては、この事業につきましては土地改良区に補助金をやって、土

地改良区のほうが実施主体となりまして、工事関係の発注も行っております。議員

が今おっしゃるようなすべての事業ですかね、客土、暗渠、合わせまして全部で２

０件、一応発注をしております。そのうち１４件がもう竣工検査が終わっておりま

す。残りの６件につきましては、第４期の工事ということで１２月２８日の竣工を

目指して、現在鋭意施工中でございます。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） このうち客土の額が非常に大きいんで、客土を請け負われた、

または請け負われている業者さんの請負金額と名前がわかれば教えていただきた

いんですが。 

○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 客土事業につきましては、全体で８件発注をしてあり

ます。業者名と金額ですかね。まず、一つ目が光栄建設で３７４万８,５００円、

２件目が藤井建設で６７万３,０３９円、３件目が同じく藤井建設で２,２０８万５,

７７０円、４件目が有佐樹花園でございまして１,８８０万４,３００円、それから

５件目が宮ノ原建設さんで４９６万６０１円、そして６件目が藤井建設１,８１１

万２,５００円、７件目が上村工業１,９８６万６,０００円、８件目が前田建設１,

５１５万円。 

以上です。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） 今の金額からいくとおおむね３,０００万円以下で、この客土部

分２億円に達しますかね、今の金額でいきますと。全然達さないような気がします

けれども。どうなんですか。 
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○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） ８件の合計で、１億３３０万円、端数は切りますけど

も、その程度になります。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） 事業費でいきますと、平成２３年度補正が客土１億６,２００万

円、平成２４年度当初で３,６００万円、合わせて１億９,８００万円が客土分とし

てあるわけですが、残りの分はまだ発注していないというふうに、１億３００万円

ですので、おおむね８,０００万円ぐらいはまだ発注していないということで理解

してよろしいんですか。 

○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 平成２３年度補正の１億６,２００万円につきましては、

今平成２４年度内で一応使い切るということで、今後もちょっと発注計画がありま

すけれども、平成２４年度の当初につきましては、客土がやはり反あたりの事業費

が高くて半額個人負担ということで、当初希望された方がかなり負担がきついとい

うことで手を下されまして、この平成２４年度につきましては農水省と協議いたし

まして、客土から暗渠のほうの事業に切り替えるということで、暗渠排水のほうに

回しましたので、おおむね平成２３年度補正の１億６,２００万円、これを消化し

ようということで、今鋭意進めているところでございます。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） それでこの表がわかりました。客土のところに受益者事業量が

書いていないというのは、そういう意味なんですね。最初にこれの説明を求めれば

よかったんですけれども、そこの中身がちょっとわからなかったんで。 

実質的に８件の客土工事をやられている。今回の補正については暗渠工事で、ほ

とんどが手出しなしというか、受益者負担なしで、ヘクタールあたり１５万円だっ

たですか、その分の事業という形で消化はできるということでよろしいですかね。 

○議長（笠原良一君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） おっしゃるようなことでよろしいと思います。 

○議長（笠原良一君） いいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 吉川議員。 

○１０番（吉川義雄君） １２ページに放課後児童クラブ健全育成事業委託が組まれて

います。ちょっとこれは説明もなかったし、審査のときにちょっと聞きそびれまし

たので、その点。もう１点１６ページ。 

○議長（笠原良一君） ちょっと、いっちょずつ聞きましょうか。 
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町民環境課長。 

○町民環境課長（中島 正君） ちょっと放課後児童クラブのその先がちょっとわかり

づらかったんですけれども、委託料の増加ということでございます。これにつきま

しては、当初予算に対しまして１１月末現在の子どもの受入れとしましては１０７

名ということで、ちょっと当初計画に沿わない、それで実際にどうなのかというこ

とで、２月に精算がくるんですけれども、それの申請にあたって実績を調べました

ところ、３小学校ございまして、竜北西部小学校で３９万７,５００円、竜北東小

学校で３０万３,５００円、宮原小学校で２１万７,１００円、合計の９１万８,１

００円が委託料として不足するということで補正をお願いしたところでございま

す。 

なお、その次の償還金利子及び割引料の返還金につきましては、平成２３年度の

実績に基づきまして、償還する必要があるということでございます。なお、運営費

の償還費でございまして、これにつきましては、受益者、利用者が５０％負担し、

残りの２分の１でございますけれども、国、県、町がそれぞれ６分の１ずつ負担す

るということになっておりまして、その分の返還ということでご理解いただければ

と思います。 

○議長（笠原良一君） 吉川議員。 

○１０番（吉川義雄君） この委託料というのは、当初予算を組んだけども、不足をす

るということで、新たに特に増えたわけじゃなくて、実績に基づいて増やすという

ことですね。 

議長、１６ページの教育振興費、学校運営協議会の委員さんの報酬等が７万円ほ

ど組まれています。また旅費等も組まれていますが、これは当初計画されたより人

数が増えたのか、あるいは新たに何か計画をされているのか、そこの説明をお願い

したいと思います。 

○議長（笠原良一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（西尾正剛君） こちらのほうは、旅費のほうは費用弁償ですけれども、

６月に文科省のほうからコミュニティスクールの連携協議会の委託金ということ

で、各学校ごとに１０万円ずつ、氷川中学校の分も合わせまして５０万円、文科省

からいただいて、今、仕事をやっております。これが今年と来年度ということで、

このコミュニティスクールの連携協議会への出席分とか、そういったのもございま

して、これまでは、例年でしたならば４回分、１学期、２学期、３学期にプラス１

回分ということで当初予算で措置をしておりましたけれども、今回はそういった連

携協議会も開催するということもありまして、今回はその２回分の追加ということ

でお願いをしている次第でございます。 
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以上です。 

○議長（笠原良一君） いいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第４８号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第４８号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第４９号 平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について 

○議長（笠原良一君） 日程第４、議案第４９号、平成２４年度氷川町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑の回数は、項目ごとに３回までとします。 

全ページで行ないますので、ページと項目を指定してください。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第４９号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第４９号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第５０号 平成２４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（笠原良一君） 日程第５、議案第５０号、平成２４年度氷川町介護保険特別会

計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑の回数は、項目ごとに３回までとします。 

全ページで行ないますので、ページと項目を指定してください。 

質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） ７ページの一般管理費の委託料で、今回訴訟代理人委託費が出

ております。この件に関しては議案第５４号で訴えの提起というのが別途出ており

ますが、この予算計上にあたって、町長、こういうことが現在発生しておりますと

いう話は一度もこの議会のほうに説明があっていないわけです。今回のこの訴訟提

起にあたっては随分前からわかっていて、流れとしては「支払いなさいよ」という

請求までやっていると。そのあと訴訟に至るまでの間に、議会のほうに何ら説明も

なく、予算としてぼんと出てきた。こういうのはどうなんですか。事前に今町とし

てこういう問題が起きていますよ、ということを議会のほうに説明をする、そうい

うことは、町長、考えられなかったんでしょうか。 

○議長（笠原良一君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 議員おっしゃいますとおり、こういった事案が発生していると

いうことについて、議会にも事前に報告したほうがよかったのではないか、という

ことでございます。おっしゃるとおり、そういったことを機会があるごとにお知ら

せすることも必要だったというふうに思っております。併せまして、よければ訴訟

に至らないように事前にそういった償還をしていただければいいということで、こ

れまで努力を続けてきたわけでございまして、結果として訴訟という、今回に至っ

たわけでございますが、おっしゃいましたとおり途中の経過あたりにつきましては、

議会に今後折を見て報告をしていくということにつきましては、やっていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） この件に関して、町長自らが、一部の議員さんにだけ説明した

ということはありませんか。 
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○議長（笠原良一君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 私から直接説明したということはありません。あとは国保運営

協議会等々ですね、そういった中で話題になったのかどうかまでは、私はわかりま

せん。 

○議長（笠原良一君） ほかにありませんか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第５０号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第５０号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第５１号 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（笠原良一君） 日程第６、議案第５１号、平成２４年度氷川町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）についてを議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑の回数は、項目ごとに３回までとします。 

全ページで行ないますので、ページと項目を指定してください。 

質疑ありませんか。 

江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） すみません、全協の時に質問すればよかったんですが、チェッ

クは入れていたんですけども、申しわけございません。９ページの公共下水道の維

持費で、今回１,０００万円の維持管理負担金が減額になって、これは精算の確定

だという課長の説明がありました。 

当初の流域のほうからの負担金が言ってくるわけですけども、この１,０００万

円、おおむね１割になるんですけども、１,０００万円は負担金が減るというのは

流入量が想定よりも少なかったのか、全体事業費が想定よりも少なくて、ほかの市

町も同じように減額になったのか、うちが流入量が少なくて減額になったのか、そ
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このところをちょっとお聞かせもらえますか。 

○議長（笠原良一君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） これにつきましては、平成２３年度分の精算でござ

いまして、これにつきましてメーター、流入する処理場へ流れるメーター器が少し

変だということで、みんな調査しまして、みんなの流域の人たちに調整をかけて、

それによりましてこの減額という形になっております。 

当初の流入計画というのと、実際に流れた流入というのが、ちょっと誤差が非常

に多かったということで、皆さんと調整をかけまして、流入量の市町村も皆さんと

調整をかけまして、今回、こういう市町みんなが調整をかけて、こういうふうにな

ったということでございます。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） ということは管理費の全体枠は一緒なんだけど、流入のメータ

ーの相違によって、氷川町分としては１,０００万円減りました。じゃ例えば宇城

市とか八代市、こっちのほうがその１,０００万円を余計にからったということに

なるんですかね、今の説明からいくと。本町の流入量が前年から今年に対する見積

りが思ったよりも増えなかったんで、本来１,０００万円払わんでよかったという

ことじゃなかったんですね。そこのところすみません。 

○議長（笠原良一君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） それもあります。それと、メーター器がおかしいと

いうことで、実際は本当はうちは多大に流れているような形になりましたので、そ

こを調整をかけていただきまして、皆さんの合意を得まして今回は減るという形に

なっております。 

○議長（笠原良一君） ほかにありませんか。 

上田議員。 

○７番（上田健一君） 今、課長の話からすれば、そのメーター器がちょっと狂っとる

わけ。だったら、加入者にはいくらかの金は返還するわけですか。町だけして。そ

こですよ、問題は。まちったぴしっとそこんとこ答弁してもらわんと。わしは言う

てされくですよ、もう。返ってくっぞ、下水道、はよ入らんかて、うん。 

○議長（笠原良一君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） この維持管理費というのは、浄化センターの維持管

理費のために行う、負担割合を決めてあります。立米あたりの単価をいくらという

のを決めまして、それあたりに対して流入量がいくらですと。流入計画を３年間な

ら３年間、まず、決めてその維持費がいくらいりますというのを割って単価を決め

てあります。それに対して、うちは流入計画が毎年いくらですよと。それの流入計
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画に対して予算を組むんですよ。実績によりまして、例えば流入計画が低か場合に

は実績でお金を払わなければいかんとですよ、単価をですね。多か場合は実績で払

わないと。流入計画が多か場合は維持するための単価として、それの単価を使用料

として払いますということなんですけれども。 

  ［「個人のメーターが壊れとったんじゃないということですね。」と発言する者あり］ 

○建設下水道課長（森田寿也君） はい。個人のメーターじゃなかっですよ。あの浄化

センターに行くメーターがですね。 

○議長（笠原良一君） はい、ちょっと待ってください。 

休憩します、ちょっと。 

休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３５分 

再開 午前１０時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（笠原良一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

建設下水道課長、ちょっと議事録を残すためにもう１回。 

○建設下水道課長（森田寿也君） それでは、お答えします。平成２３年度分の精算水

量でございまして、一般のメーター器じゃございませんが竜北処理区分のトータル

の流入水量のメーター器が、浄化センターのほうにありますが、その浄化センター

のメーター器がおかしくて誤差がありました。そのために、うちで調べている流入

水量と向こうがメーターでした流入水量との差異がありまして、その差異が大きか

ったもんですから、関係市町村と調整をかけまして、今回減額してもらうというこ

とになりました。 

はい、そういうことでございまして、そういうことによりまして市町村の調整の

合意のもとによりまして精算をして減額補正ということにさせていただいており

ます。 

以上でございます。 

○議長（笠原良一君） いいですね。もうほかにありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 
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これから議案第５１号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第５１号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第５２号 氷川町道路線廃止について 

○議長（笠原良一君） 日程第７、議案第５２号、氷川町道路線廃止についてを議題と

します。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第５２号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第５２号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５３号 氷川町道路線認定について 

○議長（笠原良一君） 日程第８、議案第５３号、氷川町道路線認定についてを議題と

します。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） この件については、全協のときに随分と私のほうの意見を申し

たところで、町長のほうにも話はいっているかと思いますが、この１級道路の吉本

本山線、昔からある路線名をそのまま新設道路として、今回認定に付されていると
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ころですが、これには十数億というお金をかけて路線を新しくつくられたもので、

なおかつインターチェンジへの進入道路であるということで、これから先この道路

については吉本本山線ではいけないんじゃないか、私は３０数億の予算をかけてや

りますから、インターへ入る道ですよという、そういう路線名にすべきではないか

ということで、全協のときに担当課長のほうにお話をしました。今回これで路線認

定出されていますので、この路線については後日、そのインターにふさわしい路線

に変更するというようなお気持ちが町長にあられるかどうか、そこのところだけお

伺いしたいと思います。 

○議長（笠原良一君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） ありがとうございます。インターチェンジにもともと反対であ

りました議員さんから、路線名につきましてのご提案をいただくということは大変

ありがたいことでございまして、ご理解をいただいたものというふうに思っており

ますが、多分全協の中でも説明があったんだろうと思っておりますけれども、今現

在行っております「地域活性化基盤創造交付金」という形で、今道路整備をいたし

ております。その道路につきましては既存の道路の整備をするという条件がござい

まして、新規道路は認めないというような条件が付いておりましたもんですから、

今現在の町道名ということで、それを再整備するんだということで交付金をいただ

いておりますので、事業が終りますまではこの名称でいかなくてはならないという

ふうに思っております。 

要は、今ご提案がありました事業が完了しましたあと、開通したあとに、その路

線名を考えてはどうかということでございますが、ふさわしい名称があるとするな

らば、そういったことも検討していきたいと思いますし、もう一つは、以前から話

が出ております県道昇格の話も、皆様方から大いに要望をいただいておるところで

ございますので、そういったことも視野に入れまして、そういった要望も含めてい

かなくてはなりません。そういった時期に新たな県道名という形で名称が変わって

いくということも、一つ要望していくとか、視野に入れて進めていくべきかなとい

うふうに思っておりますので、まずは、この事業を完成させて、道路を作り上げる

と、その後その路線名につきましての、今言いましたようなご提案につきましては、

しっかりと受け止めていきたいというふうに思います。 

○議長（笠原良一君） 江嵜議員。 

○３番（江嵜 悟君） 一般質問のときにもお話したかと思いますが「検討する、前向

きに検討する」というのでは、私は納得できないんですよ。だから町長の口から「こ

の事業が終わったあと吉本本山線というものについてはふさわしい名称に変更し

ます」というふうな答弁をいただけないかと思います。それがもしなかったら、こ
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の路線のままここで承認するわけには本来いかないと思うんですが、事業との関係

上、町長の説明から、そこのところは理解しますので、この事業が完成次第インタ

ーにふさわしい名称に変更しますということは、約束はしてもらえないでしょうか

ね。そこのところをお願いしたいと思いますけれども。 

○議長（笠原良一君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） すみません、時間をとりまして。今、路線の延長の確認をした

ところでございまして、吉本本山線がどこからスタートしてどこまで行っているの

か、今確認をいたしましたら、県道の高塚のところから本山地区まで延長が行って

いると。そういった中で、今おっしゃいましたインターチェンジまでの延長だけで

はないということがございますので、それにふさわしい名称にやっぱり考えるべき

かなと思っておりますので、議員おっしゃいました新たな名称を考えろということ

でございますが、そこについては、しっかりと考えていきたいというふうに思って

おります。今、その本山地区の方々のお気持ちというのがどうかわかりませんけれ

ども、地区と地区を結ぶ町道でございますので、それでやっぱり、インターまでの

部分はそれで名称が可能でございますけれども、それから本山地区までの部分がこ

の「インターチェンジなんとか線」でということに成していいのかというのもござ

いますが、議員、ぜひインターチェンジの完成に合わせて、そういった町道の名称

変更をしてはというご提案でございますので、はい、そこはしっかりと考えていき

たいと思います。 

○議長（笠原良一君） いいですか。ほかにありませんか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第５３号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第５３号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第５４号 訴えの提起について 
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○議長（笠原良一君） 日程第９、議案第５４号、訴えの提起についてを議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。ありませんね。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第５４号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、議案第５４号は、原案のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（笠原良一君） 日程第１０、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について

を議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから諮問第２号を採決します。 

本件は、適任者として推薦することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、諮問第２号は、適任者として推薦
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することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 発委第１号 氷川町議会会議規則の一部を改正する規則について 

○議長（笠原良一君） 日程第１１、発委第１号、氷川町議会会議規則の一部を改正す

る規則についてを議題とします。 

提出者の議会運営委員会、有田委員長の説明を求めます。 

○議会運営委員長（有田芳人君） では、議会運営委員長から説明をいたします。皆さ

ん方にお配りしてありますのをお開き願います。 

発委第１号、氷川町議会会議規則の一部を改正する規則について、地方自治法第

１０９条の６項及び議会規則第１４条第３項の規定により提出します。 

提出理由は、地方自治法の一部が改正され、平成２４年９月５日に施行されたこ

とにより、法律の適用条文が変更したため、会議規則の一部を改正する必要がある

ためでございます。 

１枚めくっていただきまして、改正する条文は２つあります。 

まず、第１７条第１項中「法第１１５条の２」を「法第１１５条の３」に改める。 

この第１７条は修正動議を規定しておりますが、これまで地方自治法第１１５条

の２で規定されておりましたが、改正により第１１５条の２に公聴会、参考人制度

の導入に関する規定が追加され、修正動議は１条繰り下がり、第１１５条の３に改

められたものです。 

次に、第７３条２項中「法第１０９条の２第４項」を「法第１０９条第３項」に

改める。 

この第７３条２項は、議会運営委員会の所管事務等で調査を規定しておりますが、

これまで地方自治法１０９条の２第４項で規定されておりましたが、改正により第

１０９条第３項で議会運営委員会を含む委員会として改めたものです。 

附則として、この規則は、公布の日から施行するものです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（笠原良一君） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから発委第１号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、発委第１号は、原案のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 依頼第１号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組

み」の構築を求める意見書の採択について（総務常任委員

長報告） 

○議長（笠原良一君） 日程第１２、依頼第１号、地球温暖化対策に関する「地方財源

を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書の採択についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

上田委員長。 

○総務常任委員長（上田健一君） おはようございます。総務常任委員会に付託されま

した依頼第１号、地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の

構築を求める意見書の採択について、委員会における審査の経過並びに結果につい

て、ご報告申し上げます。 

平成２４年１０月１日から「地球温暖化対策のための税」が段階的に施行されま

した。この税は、課税による経済的インセンティブを活用して化石燃料に由来する

二酸化炭素の排出抑制を進めるとともに、その税収を活用して再生可能エネルギー

や省エネ対策を始めとするエネルギー起源二酸化炭素排出抑制対策を強化するた

めに創設されたものです。 

平成２４年度税制改正大綱においては、地方財源を確保・充実する仕組みについ

て、平成２５年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進めると明記されました。 

委員会では、依頼内容と依頼者の全国森林環境税創設促進議員連盟の組織や活動

内容を調査しました。 

平成６年１０月に、前身の森林交付税創設促進全国議員連盟が１２４団体の加盟

により創設され、平成１８年７月に現在の名称に改称されています。平成２４年７

月現在の加盟数は３１４団体で、熊本県からも１３団体が加盟しております。 

森林の広域的機能を持続的に発揮させるための森林・林業・山村対策の抜本的な

強化を図るための活動が進められていますが、危機的な市町村財政の状況から恒久

的・安定的な財源は大幅に不足している状況にあり、地球温暖化対策のための税の
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一定割合をこの財源として譲与する仕組みを構築することは、国土を守るために真

に必要不可欠なことであり、全員一致で本依頼を採択することに決定しました。 

議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、よろしくご賛同賜ります

ようお願い申し上げまして、総務常任委員長の報告を終わります。 

○議長（笠原良一君） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。ありませんね。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから依頼第１号を採決します。 

この依頼に対する委員長の報告は採択です。この依頼は委員長報告のとおり決定

することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、依頼第１号は、採択することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（笠原良一君） 日程第１３、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出を議

題とします。 

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました、

会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。 

お諮りします。 

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定い

たします。 
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ちょっと休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（笠原良一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

お諮りします。 

ただいま、上田健一議員から、発議第４号、地球温暖化対策に関する「地方財源

を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書についてが提出されました。 

これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 異議なしと認めます。 

発議第４号、地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構

築を求める意見書についてを日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 発議第４号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕

組み」の構築を求める意見書について 

○議長（笠原良一君） 追加日程第１、発議第４号、地球温暖化対策に関する「地方財

源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書についてを議題とします。 

提出者の上田議員の説明を求めます。 

上田議員。 

○７番（上田健一君） 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」

の構築を求める意見書。地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国の

みならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球環境保護、

国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国

民の関心と期待は大きくなっている。 

また、我が国は京都議定書において、第１約束期間である平成２０年度から平成

２４年度までの間に、温室効果ガスを６％削減することが国際的に義務付けられて

いるが、そのうち３.８％を森林吸収量により確保するとしている。 

このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成２４年１０月に導入された

一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」について

は、「平成２４年度税制改正大綱」において、「平成２５年度に向けた成案を得るべ
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く更に検討を進める」とされている。 

もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全

等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用など

の取り組みを、山村地域の市町村が主体的、総合的に実施することが不可欠である。 

しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、

後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組

むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。よって、下記事項の実現を

強く求めるものである。 

記、二酸化炭素吸収源として最も重要な役割を有する森林の整備・保全等を推進

する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面

積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。平成２４年１２月

１３日、熊本県八代郡氷川町議会議長、笠原良一。 

提出先は、内閣総理大臣のほか、記載のとおりであります。 

よろしくお願いします。 

○議長（笠原良一君） 以上で提出者の説明を終わります。 

これから質疑を行ないます。 

質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから発議第４号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠原良一君） 起立全員です。したがって、発議第４号は、原案のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（笠原良一君） これで本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 
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平成２４年第６回氷川町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時１３分 



 － 95 －

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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